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る相談
Ｉ各先着₄人
Ｃ通訳希望者は要事前相談
Ｍ①5月₁日㈮・②₁5日㈮の₁₂：₀₀ま 
でに電話で、国際交流協会☎₂₄5-
5₇5₀
Ｔ同協会☎前記Ｆ₂₄5-5₇5₁。日曜日、
祝・休日休業

Ｖ住宅増改築相談

Ｊ5月₈日㈮₁₀：₀₀～₁5：₀₀
Ｂ区役所。中央区はきぼーる₁階
Ｎ増改築や高齢者向けの改造など
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ増改築相談員協議会☎₂₈5-₃₀₀₃Ｆ
₂₉₀-₀₀5₀

Ｖ建築相談

Ｊ5月₁₀日㈰₁₀：₀₀～₁5：₀₀
Ｂ生涯学習センター
Ｎ建築士による住宅の設計・建築・耐
震診断など
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県建築士事務所協会千葉支部☎
₂₉₁-6₈55（FAX兼用）

Ｖ分譲マンション相談・アドバ
イザー派遣

Ｊ5月₁₄日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建て替えに関する相談。5月₂₁日
㈭＝法律相談など。いずれも、₁₃：₃₀
～₁6：₃₀
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
Ｍ前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎₂₄5-56₉₀。Ｆ
₂₄5-56₉₁も可（ｊを明記）
Ｔ住宅政策課☎₂₄5-5₈₄₉Ｆ₂₄5-5₇₉5

Ｖ行政書士による相続・遺言・
成年後見相談

ＪＢ5月₁₁日㈪＝花見川保健福祉セ
ンター₃階、₂₂日㈮＝緑保健福祉セ
ンター₂階。いずれも、₁₃：₀₀～ 
₁6：₀₀
Ｃ当日直接会場へ。電話相談不可
Ｔ県行政書士会千葉支部・青野さん
☎₀₉₀-65₄₇-₀₈₁₉Ｆ₂₉6-₀₇₄6

Ｖ社会保険労務士相談

Ｊ5月₁₁日㈪・₁₈日㈪、6月₁日㈪₁₀：₀₀
～₁6：₀₀
Ｂ森林会館（中央区長洲₁-₁5-₇）
Ｎ労働、社会保険、年金など
Ｉ各相談先着5人
Ｃ電話相談不可
Ｍ電話で、県社会保険労務士会千葉
支部☎₂₂₄-₉₀₂₇
Ｔ同支部☎前記Ｆ₂₂₄-₉₀5₈

Ｖくらしとすまい・法律 
特設相談

くらしとすまいの特設相談
Ｊ5月₁₃日㈬₁₀：₀₀～₁5：₀₀
Ｎ相続・遺言、登記、税、不動産取
引、建築・リフォーム、土地の境界
Ｉ各相談先着₈人
Ｃ₁人₃₀分｡ 電話相談不可
Ｍ電話で、広報広聴課☎₂₄5-56₀₉

特設法律相談
Ｊ5月₂₃日㈯₁₃：₀₀～₁6：₀₀
Ｎ弁護士による相談
Ｉ₁6人
Ｃ₁人₂₀分｡ 裁判所で訴訟・調停中
のもの､ 電話相談は不可
Ｍ5月₁₄日㈭までに電話で、同課☎
前記｡ 電子申請も可
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｔ同課☎前記Ｆ₂₄5-5₇₉6

Ｖ消費生活センターの 
多重債務者特別相談

Ｊ5月₁₄日㈭・₂₈日㈭₁₃：₀₀～₁6：₀₀
Ｉ各先着6人
Ｎ弁護士による相談
Ｃ₁人₃₀分程度。相談には債務者本人
が来所。家族の同伴も可。電話相談
不可
Ｍ電話で、消費生活センター☎₂₀₇-
₃₀₀₀
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₀₇-₃₁₁₁

Ｗ不妊専門相談

Ｊ5月₁₃日㈬₁₄：₁5～₁6：₃₀
Ｂ保健所
Ｎ医師と助産師による相談
Ｈ不妊や不育症でお悩みの方
Ｉ先着₃人
Ｍ電話で、健康支援課☎₂₃₈-₉₉₂5Ｆ
₂₃₈-₉₉₄6

Ｖ農地・農業に関する法律相談

Ｊ5月₁5日㈮、6月₁6日㈫、₇月₁6日㈭
₁₃：₃₀～₁6：₃₀
Ｂ中央コミュニティセンター
Ｎ弁護士による相続・売買・賃貸借な
どの悩みの面談
Ｈ農地・農業の法律上の問題でお悩み
の方（業務として従事する方を除く）
Ｉ各先着₃人
Ｃ₁人5₀分。参考資料と経緯などを簡
単にまとめたメモを持参。電話相談
不可
Ｍ前々日₁₇：₀₀までに電話で、農業委
員会事務局☎₂₄5-5₇6₇
Ｔ同事務局☎前記Ｆ₂₄5-5₈₉5

Ｖ空き家空地相談会

Ｊ5月₁₇日㈰₁₀：₀₀～₁₂：₀₀
Ｂ文化センター₉階
Ｎ弁護士、建築士、税理士などによ
る空き家・空地の処分、解体、相続問
題、権利関係など
Ｉ先着₃₀人
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ日本空き家空地対策協会☎₃₀₇-
₇6₈₈Ｆ₃₀₇-₇6₈₉

Ｗ女性のための健康相談 
助産師による面接相談

Ｊ美浜区＝5月₂₀日㈬、花見川区＝₂₁日
㈭、緑区＝₂₇日㈬。いずれも、₁₀：₀₀～
₁₂：₀₀
Ｂ各保健福祉センター
Ｈ思春期から更年期までの月経など
に関すること、妊産婦の健康につい
て悩んでいる方
Ｍ電話で、同センター健康課・花見川
☎₂₇5-6₂₉6、緑☎₂₉₂-₂6₃₀、美浜☎

₂₇₀-₂₂₂₁
Ｔ健康推進課☎₂₄5-5₇₉₄Ｆ₂₄5-565₉

Ｗこころの健康センターの相談

Ｊ①ギャンブル等依存相談＝5月 
₂₀日㈬₁₂：₃₀～₁6：₃₀。②アルコール
・薬物依存相談＝5月₁5日㈮₁5：₃₀～ 
₁6：5₀、₂₀日㈬₁₄：₀₀～₁6：₀₀。③高齢
者相談＝5月₂₁日㈭₁₄：₀₀～₁6：₀₀。④
思春期相談＝5月₂₂日㈮、6月₁日㈪
₁₀：₀₀～₁₂：₀₀、6月₁₂日㈮₁₄：₀₀～ 
₁6：₀₀。⑤一般相談＝6月₃日㈬₁₀：₀₀
～₁₂：₀₀
Ｎ①司法書士・②～⑤専門医による
相談
Ｈ本人または家族
Ｍ電話で、こころの健康センター☎
₂₀₄-₁5₈₂
Ｔ同センター☎前記Ｆ₂₀₄-₁5₈₄

Ｖ心配ごと相談所の相談

法律相談
Ｊ5月₂₁日㈭₁₃：₀₀～₁5：₀₀
Ｎ弁護士による相談
Ｉ先着6人
Ｃ裁判所で訴訟・調停中のもの、電
話相談不可
Ｍ電話で、心配ごと相談所☎₂₀₉-
₈₈6₀

常設相談
Ｊ平日₁₀：₀₀～₁₂：₀₀、₁₃：₀₀～₁5：₀₀
Ｎ民生委員・児童委員などによる
面談および電話での相談
Ｔ同相談所☎前記Ｆ₃₁₂-₂₄₄₂

Ｖ県弁護士会法律相談会

Ｊ5月₂₃日㈯₉：₃₀～₁₁：₃₀、₁₃：₃₀～
₁5：₃₀
Ｂ県弁護士会館（中央区中央₄-₁₃-₉）
Ｎ弁護士による法律相談全般
Ｉ先着₃₀人
Ｃ₁人₃₀分。電話相談不可
Ｍ電話で、県弁護士会☎₂₂₇-₈₉5₄（平
日₁₀：₀₀～₁₁：₃₀、₁₃：₀₀～₁6：₀₀）
Ｔ同会☎前記Ｆ₂₂5-₄₈6₀

ＶLGBT電話相談

日常生活でLGBT当事者や周囲の方
が抱える性自認や性的指向が関係す
る悩みなどを、電話で相談できます。
相談専用電話☎₂₄5-5₄₄₀
Ｊ第₃日曜日₁₄：₀₀～₁₈：₀₀（相談日ご
と₁人₁回₃₀分まで）
Ｃ予約不可。匿名・通称名での相談可
Ｔ男女共同参画課☎₂₄5-5₀6₀Ｆ₂₄5-
55₃₉

Ｖ人権相談

6月₁日㈪は人権擁護委員の日です。
人権擁護委員は、差別待遇・名誉毀損・
いやがらせ・いじめなどの人権に関
する相談の受け付けや、人権侵害が
あった場合はその救済を図るなど、
皆さんの基本的人権を守るための活
動を行っています。
常設人権相談
Ｊ平日₈：₃₀～₁₇：₁5
Ｂ千葉地方法務局人権擁護課

Ｃ面談希望の場合、同課☎₃₀₂-
₁₃₁₉。電話相談の場合、全国共通
人権相談ダイヤル☎₀5₇₀-₀₀₃-₁₁₀

特設人権相談
Ｊ火曜日＝中央コミュニティセン
ター₂階。6月₁日㈪＝美浜区役所。
いずれも、₁₀：₀₀～₁5：₀₀
Ｃ当日直接会場へ
Ｔ同課☎前記、男女共同参画課Ｆ
₂₄5-55₃₉

Ｘ青少年の悩みごと相談

Ｊ平日₉：₀₀～₁₇：₀₀
Ｎ非行問題、いじめ、不登校など青
少年の悩みごと
相談先＝青少年サポートセンター

（中央コミュニティセンター内）☎
₃₈₂-₇₈₃₀Ｆ₃₈₂-₇₈₃₁、東分室（千城
台市民センター内）☎₂₃₇-5₄₁₁、西
分室（市教育会館内）☎₂₇₇-₀₀₀₇、
南分室（鎌取コミュニティセンター
等複合施設内）☎₂₉₃-5₈₁₁、北分室

（花見川市民センター等複合施設内）
☎₂5₉-₁₁₁₀

Ｚふるさとハローワーク

Ｊ①職業相談・職業紹介コーナー＝
平日₈：₃₀～₁₇：₀₀、②就労や生活支援
に関する相談＝平日₉：₀₀～₁₇：₀₀
Ｂふるさとハローワークいなげ＝稲
毛区役所、同みどり＝緑区役所
出張相談
Ｊ5月₁₉日㈫₁₀：₀₀～₁5：₀₀
Ｂ美浜区役所
Ｎ就労や生活支援に関する相談

（職業紹介の実施なし）
Ｃ詳しくは、お問い合わせください。
Ｔふるさとハローワークいなげ①☎
₂₈₄-₀₈₀₀、②☎₂₈₄-6₃6₀。同みどり
①☎₃₀₀-₁6₁₁、②☎₂₉₂-₈655。ふる
さとハローワーク事務局（出張相談）
☎₂₂₁-55₁₇。雇用推進課☎₂₄5-5₂₇₈
Ｆ₂₄5-566₉

募　集

Ｚランチ・ミーティングの参加者

Ｊ6月₂5日㈭₁₂：₀₀～₁₂：5₀
Ｂ市役所市長室
Ｎ市長と昼食を取りながら参加団体
の活動内容についての意見交換
Ｉ₁団体（5～₉人）
Ｇ昼食
Ｍ5月₇日㈭必着｡ ｇにｊのほか､ Ｅ
メールアドレス､ 団体名、活動内容、
参加人数、話し合いたいテーマを明
記して､ 〒₂6₀-₈₇₂₂千葉市役所広報
広聴課へ｡ Ｆ₂₄5-5₇₉6、電子申請も
可
Ｔ同課☎₂₄5-5₂₉₈Ｆ前記

Ｚ市職員上級・資格免許職 
（行政）

Ｈ上級＝₁₉₉₂年（平成₄年）₄月₂日～
₁₉₉₉年（平成₁₁年）₄月₁日生まれの方

（一部試験区分は、異なりますので、
詳しくは受験案内をご覧ください）。
資格免許職＝₁₉₈5年（昭和6₀年）₄月
₂日以降生まれで、獣医師・薬剤師・保
健師は免許取得者（見込みも含む）、
心理判定員は指定する資格要件を満
たす方。
Ｃ試験区分、採用予定人数、受験資
格など詳しくは、受験案内をご覧く
ださい。
受験案内（申込書）は、5月₁5日㈮か
らｈ（「千葉市　職員募集」で検索）

Ｊ＝日程・時間　Ｂ＝場所　Ｎ＝内容　Ｈ＝対象　Ｉ＝定員　Ｇ＝持ち物　Ｋ＝料金　Ｃ＝備考
Ｍ＝申込方法　Ｔ＝問い合わせ　ｇ＝はがき　ｏ＝往復はがき　ｈ＝ホームページ　ｊ＝必要事項

Ｖ＝くらし・地域　Ｗ＝健康・福祉　Ｘ＝子育て・教育
Ｙ＝魅力・観光　　Ｚ＝その他


